
世界的視座から考える組織犯罪

会 に甚 大 な被 害 を及 ぼ して お ります 。 マ ネ ー一ロ ン ダ リン グは,そ の一 端

で しか な い の です 。

冒頭 で も述 べ ま し た が,組 織 犯 罪 の 壊 滅 に 成 功 す る た め に 必 要 な の

は,国 際 間 の協 力 で あ ります。 そ の た め にFBIは 日本 に も支部 を置 い

て い ます 。FBIは,全 部 で23の リー ガ ル ・ア タ ッ シュ の オ フ ィ ス(大

使 館 づ き法務 部)を 世 界 に 置 い て お り,さ らに5年 内 に23の 法 務 部 を

世 界 に拡 大 して い き ます 。 そ れ が 外 務 省 そ れ と も独 立 に 設 置 され るの

か,と い う質 問 が あ りま した が,FBIの 職 貝 は,各 国 の ア メ リカ大 使

の 随 行 員 とい う形 で勤 務 す る こ とに な ります 。23の 法 務 部 の 追 加 は,

ア メ リカ 国 内 で は 国務 省 の承 認 を得 て お り,将 来FBIの ス タ ッ フが 各

国 の大 使 館 に 派遣 され ます 。

今 後 は 組織 犯 罪 に 限 らず 様 々 な犯 罪 が 国 際 的要 素 を備 え る よ うに な り

ます 。 それ は 「電 子 通 信 技 術 の発 展 」 と くに 「コン ピュー タの 普 及 」 に

よ る もの です 。 この よ うな犯 罪 を防 止 す るに は,一 国の 努 力 のみ で は充

分 で な く,国 際 的 協 力 が 必要 な こ とは今 や 明 白です 。

幸 い に も,FBIは 日本 の 警 察 庁 お よび 各 都 道 府 県 警 察 と も良 好 な 関

係 を保 って お ります 。 我 々 の犯 罪 との戦 い に 日本 の警 察 が協 力 して下 さ

っ て い る こ とに心 よ り感 謝 し ます。 ア メ リ カ大 使 館 のFBI法 務 部 に は

ア ジ ア代 表 の上 司 が お ります が,私 に とっ て 今 回 日本 にFBIの 代 表 と

して来 る こ とが で きた こ とを大 変 嬉 し く思 っ て お り ます 。私 達 は,「 二

つ の世 界の 最 高 の もの」 を持 っ て い る と思 い ます 。 私 は 日本 人 の三 世 で

す が,日 本 の文 化 や 習慣 の 良 い所 を持 っ て い る と自分 で は思 い ます 。 そ

れ に対 して 日本 に 感謝 して い ます 。 勿 論,ア メ リカの 国 民 で あ る こ と も

誉 りに 思 って い ます 。

ご静 聴 に感 謝 申 し上 げ ます 。
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5.ア メ リカ に お け るア ジ ア系組 織 犯 罪

今 日は 日本 に 来 て お ります し,ア メ リカ のFBIと 日本 の 警 察 とは 組

織犯 罪の 壊 滅 に 関 して 協 力体 制 を敷 い て い ます の で,次 に は 「ア ジア 系

の組 織 犯 罪 」 につ い て少 し説 明 した い と思 い ます 。

ア メ リカ の ア ジア 系 市 民 の 人 口は,1981年 以 後350万 人 か ら720万

人へ と208%増 加 し ま した。 そ の数 は2000年 に は1200万 人 に達 す る と

予 想 され ます。 ア ジア 系 で は,中 国 人 ・フ ィ リピ ン人 そ して 日本 人 の 順

に 多 い の です が,韓 国 人125%・ ベ トナ ム 人135%・ タ イ人101%・ ラ

オ ス人212%・ カ ンボ ジア 人818%と い う急 増 を示 して い ます。

こ う した ア ジア系 移 民 の大 半 は,法 を遵 守 す る市 民 で あ って,ア メ リ

カ社 会 に とって 重 要 な地 位 を 占め て い ます。 ア ジ ア人 は,家 族 の価 値 を

大 切 に しa勤 労 精 神 に優 れ て い ます 。 しか し,そ の合 法 的 な移 民 と と も

に,そ の犯 罪 も増加 して い ます 。 ア メ リカ に移 住 して真 面 目な暮 ら し を

望 む 人 々が,し ば しば 同 国 人 の犯 罪 組 織 の標 的 に され て い ます。

ア ジ ア系 の 犯 罪企 業 とはtア ジア の特 定 の 国か らの グルー プ で 不 法行

為 をす る もの で す 。 そ こで,こ れ に 対 処 す る プ ロ グ ラ ム をFBIは 作 成

して,ア ジア の 薬 物 密 売 組 織 を標 的 に します。 ベ トナ ム の暴 力 団や 犯 罪

企 業,中 国 の トラ イ ア ッ トや トン グな どの犯 罪 組 織 そ して勿 論 日本

の暴 力 団 も重要 な対 象 とさ れ て い ます 。 さ らに,韓 国 の 犯 罪 企 業 ・暴 力

麻 薬 密 売 組 織 その他 に ラ オ ス ・カ ンボ ジア ・タ イの組 織 に も注 目 して

い ます 。

現 在 の ア メ リカ社 会 に とって最 も脅 威 とな っ て い るア ジア 系犯 罪組 織

は,ベ トナ ム の もの で す 。 そ れ は,1980年 代 に は ス トリー トギ ャ ン グ

と い う程 度 の もの で した が,1990年 代 に は 高度 化 され 組 織 ・企 業 の 形

態 に発 展 した の で す 。

6.む す び に

日本の暴力団や これに連携 す る多様 な組織 に よる 「金 融犯 罪」 は,社
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て,FBIは 組 織 犯 罪 に 対 して 電 子 機 器 を用 い た 捜 査(令 状 に よ る盗聴 ・

電話傍受 等)を す る こ とが 可 能 に な り ま した。 勿 論 そ れ を行 う前 に は

裁 判 所 の 許 可 命 令 が 必 要 な の です 。

1970年 に は,議 会 は 「組 織 犯 罪 規 制 法 」(OrganizedCrimeControl

Act)を 可 決 し,そ の 中(第9編)に は い わ ゆ るRICO法(企 業 的不 法取

引腐 敗組織 防止法 ・RacketeerInfluencedandCorruptOrganizationAct)

が 含 まれ て い ます 。 このRICO法 は,個 人 で は な く犯 罪 組 織 ・犯 罪 企

業 の 捜査 を可 能 に したの で,大 変 な効 果 を奏 しま した。 その刑 事 罰 は,

最 低 で も20年 の 拘 禁 刑 とい うよ うに 強化 され,そ の 「没 収 条 項 は組 織

犯 罪 の 力 の源 泉 とな る金 ・資産 を殺 ぐため に必 須 の 手段 」 で あ ります 。

RICO法 に よ る年 当 りの 没収 総 額 が どれ位 に な るか 。 そ れ は,有 罪判

決 の 数 に よ っ て 違 っ て き ます の で,年 に よ っ て総 額 は大 き く異 な りま

す 。 その 資料 を持 っ て い な い の で正確 な こ とは 言 え ませ ん が,捜 査 で没

収 した もの はFBIの 年 間予 算 約15億 ドル を遙 か に超 え る額 に 達 して い

ます 。 で す か ら,仮 にFBIが 民 営 化 さ れ ます と私 の 給 料 も大 幅 に上 る

と思 い ます 。 数 年 前,あ る犯 罪組 織 の 大規 模 な麻 薬 取 引の 捜 査 を した際

に,数 多 くの車 を押収 し ま した 。 その一 部 の フ ェ ラー一リな どの高 級 な ス

ポー ツ カー は,囮 捜 査 の と きにFBIで 使 用 され て い ます 。 この 例 の よ

うに,あ る個 人や 団体(エ ンタープ ライ ズ)が 有 罪 に な る と,そ の 資産 ・

金 貝 が 没収 され,こ れ を政 府 が 政 府独 自の 目的実 現 の た め に使 用 で き,

それ に よっ て組 織 犯 罪 の権 力基 盤 も破 壊 され うるの です。

FBIは,組 織 犯 罪 壊 滅 の た め に 「組 織 犯 罪 薬 物 企 業 戦 略 」 を立案 し,

国 内 ・国際 を問 わず 強 力 な捜 査 を実 施 しよ う と して い ます 。 この 戦 略 に

は,捜 査 に 関す る優 先 条項 が犯 罪 組 織 の グル ー プ 毎 に規 定 され て お りま

す 。 そ の優洗 順 位 の 第一 がLCN,ラ ・コー ザ ノ ス トラ,第 二 が イ タ リ

ア犯 罪企 業,第 三 が コロ ン ビア な ど南 米 の犯 罪 企 業,第 四 が メ キ シ コの

薬 物 密 売 企 業,第 五 が ロ シア ・東 欧 の 犯 罪組 織 第六 が ア ジア の犯 罪組

織 とな っ てお ります 。
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グ と呼 ば れ る集団 との対 立 ・抗 争 が 続 き ま した。 この時 代 の ギ ャ ン グの

構 成 員 が,今 日我 々 が 「組 織 犯 罪」 と呼 ぶ よ うに な っ た種 類 の犯 罪 に 関

わ り始 め た の です 。 それ が 誘 拐 ・強奪 ・賭 博 な ど です。

そ の後 ・ ア メ リカ で は,ア ル コー ル 類 の 飲 用 も販 売 も禁 止 す る 「禁 酒

法 の 時代 」 が 始 ま りま した。 しか し,こ の 「プ ロ ヒ ビ シ ョン」 と呼 ば れ

る時代 は,ア ル コー ル の 需要 が 非 常 に高 か った の で
,か え っ てマ フ ィア

等 の犯 罪 組 織 に とって は 金儲 け の 大 きな チ ャ ン ス とな り,ま た従 来 相 互

に抗 争 し合 っ た様 々 な犯 罪組 織 が共 同 して酒 の 販 売 をす るた め に連 携 し

統 合 す る契機 に もな りま した。 こ う して全 国 的 な犯 罪組 織 が 生 まれ ま し

た。 で す か ら,こ の禁 酒 の 時代 が 犯 罪組 織 の発 展 に とって最 も重 要 な事

件 で あ っ た,と ア メ リカで は 考 え られ て い ます 。

この 時代 が終 わ る と,各 々 の ギ ャ ン グ ・グル ー プ の相 違 が 再 び 明 らか

に な り,様 々 な フ ァ ミ リー が 互 い に反 目 し殺 し合 い に な りま した
。 そ こ

で,こ の対 立 を解 消 す るた め に 「我 々 の テー マ 」 を意 味 す る 「ラ ・コー

ザ ノス トラ」 とい う組 織 が結 成 され ま した 。 こ の組 織 は増 大 して25の

LCNの フ ァ ミ リー を統 括 す る程 に な りま した。

4.組 織 犯 罪 に対 す るrの 戦 略

ア メ リカが 組 織 犯 罪 の脅 威 に曝 され て い る。 この こ とをFBIが 実 際

に認 識 した の は,1950年 代 の 後 半 で し た。 そ して,こ の 時 に な っ て 初

め て組 織 犯 罪 の 調 査 に 着 手 し ま した が,こ の 措 置 は 「70年 も遅 そ 過 ぎ

た 」 の です 。

1961年 に い くつ か の 法 律 が 可 決 さ れ,そ れ に よ っ て組 織 的 な犯 罪 活

動 の ほ とん どの 分 野 に つ きFBIの 管 轄 権 が 認 め られ る よ うに な りま し

た。 その 法律 は,例 え ば賭 博 の取 締 や 賭博 機 器 等 の 州 境 を越 え る輸 送 に

対 す る規 制 な どです 。

1968年 に は,「 総 合 的犯 罪規 制 市街 安 全 法 」(OmnibusCrimeControl

andSafeStreetsAct)が ア メ リカ議 会 で 可 決 され,そ の 一 条 項 に よ っ

18(237)



世界的視座か ら考える組織犯罪

組織犯 罪の 目的 は,社 会秩序 お よび市 民生 活 を完全 に崩壊 させ る もの

です。現在 この伝染病 は世 界的に流布 されてお ります。 それ ゆえ,ど の

よ うな法律 を適 用 し,ど の ような捜査 方法 を行使 して,こ の伝染病 を撲

滅 しうるか。 この こ とにつ いて,世 界の政府 と警察 は慎 重に考 えねば な

りませ ん。

FBIは,我 々の過 去 と現在 の経験 と成 果 とを互 いに分 か ち合 うこ と

に よって,組 織犯 罪 を国際 的に効果 的に打倒 す るこ とが で きる と信 じて

お ります。将 来 この組織犯 罪 を撲 滅す るために,私 達 は経験 と見識 を交

換 し合 うこ とで,組 織犯 罪に関す る誤 りを避 け弱点 を知 り互 いに学 び協

力 して組織犯 罪 を壊滅 し うる と信 じてい ます。 その実 現の ために は,一単

一 の警察組織 では戦 うこ とはで きませ んか ら,各 国がかつ てない程 に大

規模 で緊密 な協 力体 勢 を整 え るこ とが重要 です。

そ こで以下 では,ア メ リカにお け るFBIの 組 織犯 罪に対 す る戦 いの

歴史 につ いて,簡 単 にお話 し致 します。

3.ア メ リカ に お け る組 織犯 罪 の 歴 史

ア メ リカの組 織 犯 罪 は,ジ サ ピー エ ス ポ ジ ロー が イ タ リア の シ シ リー

島 か らア メ リカ に最 初 の マ フ ィア を携 え て 来 た1878年 に始 ま ります 。

す なわ ち,こ の ジサ ピー エ ス ポ ジ ロー とそ の6人 の仲 間 は,シ シ リー で

11人 の 金 持 の地 主 を殺 害 し,そ の 罪 を免 れ る ため に ニ ュー ヨー クに 渡

来 して きた の で す。 その4年 後 に は,こ の人 物 は ル イ ジアナ 州 の ニ ュー

オ リン ズ で 逮 捕 さ れ イ タ リア に 送 還 さ れ た の で す が,こ の9年 後 の

1890年 に は,こ の シ シ リー の 犯 罪組 織 は ア メ リカ に お い て 経 済 的 に も

組 織 構 築 に も既 に大 きな成 功 を納 め て い ま した。

1900年 に は,ニ ュー ヨー ク市 に お け る イ タ リア 人 の 人 口は既 に50万

人 に達 して お り,そ の80%が イ タ リア南 部 の シ シ リー あ るい はマ フ ィ

ア の 影 響 を受 け て い る地 域 か らの移 民 で した。 ニ ュー ヨー クや その他 の

都 市 の ゲ ッ トー で は,シ シ リー の マ フ ィア とネ オ ポ リテ ィ ッ ク ・ギ ャ ン
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Vア メ リカ の組 織 犯 罪

ラ ・コーザ ノス トラ対FBI

CastleK.Nishimoto.M

(米国連邦捜査 局副法務 官)

1.は じ め に

私 の祖 父 が ア メ リカ に 渡 った の は約90年 前 で す。 そ して,私 は,約

50年 前 に ハ ワ イの ホ ノル ル で生 まれ,ア メ リカ で 育 ち,25年 間 ア メ リ

カ政 府 で働 いて い ま した。 最 初 の10年 間 は ア メ リカ の 軍 隊 に いて17年

程 前 に は 日本 の 自衛 隊 と共 同 演 習 を行 な っ た こ と も あ ります が
,FBI

に 入 っ たの は約15年 前 です 。 今 日は,FBIお よび 組 織 犯 罪 に つ い て 話

す よ う依 頼 を受 け ま した。

2.FBIの 組 織 と組織犯 罪の定義

日本 では,警 察庁 は国家単位 で組 織 されて一 つに なってい ますが
,同

時に各都 道府 県警察は地方行 政 に よ り管理 されて いる と聞 いてい ます。

しか し,ア メ リカでは,FBI(連 邦捜査局)が それ以 外 の 自治体 警察 ま

で も管理 してはい ませ ん。 な るほ どFBIは,ア メ リカ50州 の連邦犯 罪

について管轄す るとい う意味 では全 国的な警察体 であ ると言え ますが
,

州 あ るいは他 の地方 自治体 の警察 に対 して支配 す るこ とは何 らで きない

の です。

連邦議会 の可決 に よ りFBIは200の 連邦 犯 罪 につ き捜査 をす る よ う

命 じられ てい ます。 そ の200の 犯 罪 を17の プ ログ ラムに 区分 した一 つ

が・ 「組織犯罪」 なのです。 そ こで,ま ずFBIが 組織犯 罪 を どの よ うに

定義づ け てい るか につ いて説明 します。

「組織犯 罪 とは,あ る集 団 または企 業 で継続 的に犯 罪行 為 を遂行 す る

もの です」。 その構 造 は組 織化 され てお り,金 銭 的利益 追求 の 目的 を達

成す るため に恐怖 心 と腐敗 を活用 して,組 織犯 罪は伝染病 の ように次 か

ら次へ と社 会 に伝 播 してい き社会 の環 境に適応 してい きます。

16(239}


